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同時開催

ふるさと産業まつりを

11月８日㈯
◎健康福祉まつり　◎保育展
◎図書館まつり　　◎下水道展

場所 役場駐車場および

◎問い合わせ　産業振興課　商工観光係（電話：６２－２１９４）

開催します！

令和８年度採用　新地町職員募集
　町では、令和８年４月採用の職員採用試験を実施します。

採用職種（予定人員）　行政（高校卒程度）　若干名
受験資格　平成 16 年４月２日～平成 20 年４月１日までに生まれた方で、高等学校を卒業または卒業見込みの方
　　　　　（大学を卒業した方または卒業見込みの方を除く）
試験方法　

申込方法　申込用紙に必要事項を記入し、総務課に提出してください。
　　　　　※申込用紙は総務課で交付するほか、ホームページからもダウンロードできます。
　　　　　※郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に「高校卒程度試験申込用紙請求」と朱書きし、
　　　　　　140 円切手を貼付けした宛名明記の定形返信用封筒（角形２号）を必ず同封してください。
申込期限　10 月 24 日㈮（執務時間中）※郵送の場合、期限内必着
◎申し込み・問い合わせ　総務課　総務係（電話：６２－２１１１）

試験科目 日程 場所
第１次試験 教養試験 11 月９日㈰８時 45 分～

新地町役場
第２次試験 小論文試験・面接試験　 11 月下旬予定

～イベント内容～
特産品先着プレゼント
ステージイベント
各種展示・体験コーナー
農産物品評会
など

※詳細は10月20日号の広報しんちの折り込みおよびホームページでお知らせします。

ホームページ
はこちらから

新地町
ホームページ

改善センター
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　　　　年金生活者支援給付金制度について年金生活者支援給付金制度について
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やほかの所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支
えるため、年金に上乗せして支給される給付です。

【支給要件と給付額について】

【請求手続きはお早めにお願いします！】
　新たに対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内を９月初旬以降、順次お届してい
ます。同封の請求書（はがき）に氏名などを記入し、指定の宛先へ返送してください。
※これから年金を受給する方で本制度の対象となる場合は、年金請求手続きと併せて年金事務所また
　は役場での請求が必要です。

◎問い合わせ
給付金専用ダイヤル　  　（電話：０５７０－０５－４０９２）＜ナビダイヤル＞
相馬年金事務所　　　  　（電話：３６－５１７２　音声案内５番）
町民生活課　国保年金係（電話：６２－２１１６）

年金の種類
（国民年金） 支給要件 給付額

老齢基礎年金

① 65 歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
②前年の年金収入額とその他所得額の合計
　が約 88 万円以下である。
③世帯全員の町民税が非課税となっている。
①～③全てに該当

5,450 円（月額）を基準に、
保険料納付済期間等に応じて算出されます。

障害基礎年金 ①障害基礎年金または遺族基礎年金を
　受けている。
②前年の所得額が約 472 万円以下である。
①～②全てに該当

障害等級１級＝ 6,813 円（月額）
障害等級２級＝ 5,450 円（月額）

遺族基礎年金
5,450 円（月額）ただし、２人以上の子が遺族基礎
年金を受給している場合は、5,450 円を子の人数で
割った金額がそれぞれに支給されます。

ホームページ
はこちらから

年金生活者支援給付金制度
特設サイト

勤務内容 採用
予定 資格等 区分 勤務日・勤務時間・週休日 任用期間 給与

報酬額等 勤務場所

新地公民
館業務 １名 無 パート

タイム

勤務日：月曜～金曜のうち週３日程度
勤務時間：１日 7.5 時間
週休日：土日等
※ただし、行事等により勤務の場合 
    あり

令和７年 10 月３日
～令和８年３月
31 日の期間内で、
一会計年度 を 超
え な い 範 囲

時間額
1,052 円

新地
公民館

新
地
町
会
計
年
度

　
任
用
職
員
募
集

　

町
で
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員

を
募
集
し
ま
す
。

会
計
年
度
任
用
職
員
と
は

　

地
方
公
務
員
法
に
基
づ
き
期
間

を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
非
常
勤
の

地
方
公
務
員
で
す
。

試
験
方
法　
書
類
審
査
、
面
接
試

験
（
面
接
日
は
書
類
審
査
後
に
直

接
通
知
し
ま
す
。）

申
込
方
法

会
計
年
度
任
用
職
員

応
募
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
教
育
総
務
課
生
涯
学
習
係

（
新
地
公
民
館
内
）
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▽
申
込
書
は
、
新
地
公
民
館
に
て

交
付
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

申
込
期
限　
９
月
29
日
㈪　

※
郵
送
の
場
合
、
期
限
内
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課　

生
涯
学
習
係　

☎
６
２
―
２
０
８
５

ホームページ
はこちらから
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道路上で交通の安全を確保するために一定の幅と高さ
の範囲内に障害物を設置してはいけないという規定

※建築限界とは

道路に張り出した樹木の管理（伐採等）について
　個人所有の土地から道路に張り出した樹木は見通しを妨げ、車や歩行者の通行に支障をきたします。
また、管理不備による風雨や樹木の枯死に伴う倒木は、通行を妨げるだけでなく、交通事故や緊急車
両の到着遅延につながるおそれがあります。樹木の張り出しや倒木によって事故が起きた場合、土地
の所有者には賠償責任が生じることがあります。

≪樹木の伐採、せん定が必要な状態≫
　・建築限界※内に樹木や枝が張り出している場合（右図）
　・枯れて倒れるおそれがある場合
　　（車道等に張り出していない場合も含む）
　・折れた枝が道路に散乱している場合
　・樹木がカーブミラーや道路の視界を妨げている場合
　上記に該当する場合、樹木や土地の所有者は伐採、
せん定などの対応をお願いします。

≪伐採、せん定の作業を行う際の注意事項≫
・付近の電線、電話線、光ケーブルへ影響がないか事前に関係事業者へ相談してください。

　・作業中は車両、歩行者の安全確保と樹木の転落防止に十分注意してください。
　・道路上で作業する場合は、道路占用許可または道路使用許可が必要となる場合があります。
　　占用許可については下記、使用許可に関しては最寄りの警察署へそれぞれご相談ください。

◎問い合わせ　都市建設課　建設係　（電話：６２ー２１１４）

差
押
物
件
を
公
売
し
ま
す

　

町
で
は
、
町
税
滞
納
に
伴
う
差

押
不
動
産
を
入
札
に
よ
り
売
却
し

ま
す
。

日
時

10
月
７
日
㈫
10
時

場
所　
役
場
１
階
101
・
102
会
議
室

公
売
物
件
（
不
動
産
・
土
地
）

①
駒
ケ
嶺
字
大
作
18
番
91

　

（
宅
地
７
９
７
．
８
８
㎡
）

②
駒
ケ
嶺
字
大
作
18
番
134

　

（
宅
地
１
２
１
５
．
４
５
㎡
）

※
申
し
込
み
の
際
に
公
売
保
証
金

　

を
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　
印
鑑
（
認
印
可
）
、
本

人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）
、
公
売
保
証

金
、
委
任
状
（
代
理
の
場
合
）

買
受
代
金
の
納
付
期
限

10
月
29
日
㈬
14
時

注
意
事
項

▽
滞
納
者
が
入
札
開
始
前
ま
で
に

公
売
に
係
る
徴
収
金
を
全
額
納
付

し
た
場
合
は
公
売
を
中
止
し
ま

す
。

▽
買
受
代
金
が
期
限
内
に
納
付
さ

れ
な
か
っ
た
場
合
は
売
却
の
決
定

を
取
り
消
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

農
業
振
興
地
域
整
備

　
計
画
の
全
体
見
直
し

　
に
伴
う
随
時
変
更

  

（
農
振
除
外
）
の
受
付
停
止

町
で
は
、
農
業
振
興
地
域
の
整

備
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
農

業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
全
体
見

直
し
を
進
め
て
い
ま
す
。

  

こ
の
た
め
、
農
用
地
区
域
か
ら

の
除
外
や
用
途
変
更
な
ど
の
随
時

変
更
（
農
振
除
外
）
の
受
付
を
停

止
し
ま
す
。

受
付
停
止
期
間

10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
31
日

◎
問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
―
２
１
９
４

ホームページ
はこちらから

詳しくは
はこちらから

◎
問
い
合
わ
せ

税
務
課　

資
産
税
係

☎
６
２
―
２
１
１
９

産業振興課
ホームページ
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　町では、温泉スタンドを開設し天然温泉水（泉温 28.1℃）を供給しています。
ぜひ、ご家庭でご利用ください。
開設時間　８時 30 分から 17 時まで
使  用  料　 無料（当面の間）

・ポリタンクなどの温泉水を入れる容器をお持ちください。
・浴用等にご利用ください。ただし、飲用はできません。
・温泉スタンドに掲示している「温泉分析書」およびご家庭
　で使用する入浴設備等の取扱説明書をご確認のうえご利用
　ください。

◎問い合わせ　都市建設課　住宅都市整備係　　( 電話：６２－２１１３)

新地駅前温泉「温泉スタンド」をご利用ください
    

農
作
業
事
故
を

　
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

こ
れ
か
ら
秋
の
農
繁
期
を
迎
え

ま
す
。
農
作
業
機
械
等
に
よ
る
転

落
・
横
転
・
追
突
な
ど
の
事
故
を

未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

　

ト
ラ
ク
タ
ー
作
業
の
際
は
次
の

点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
周
囲
の
安
全
を
し
っ
か
り
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

②
安
全
フ
レ
ー
ム
は
必
ず
使
用
す
る
。

③
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
必
ず
締
め
る
。

④
走
行
時
は
左
右
独
立
ブ
レ
ー
キ

を
連
結
す
る
。

⑤
機
械
点
検
・
清
掃
時
に
は
必
ず

エ
ン
ジ
ン
停
止
す
る
。

⑥
作
業
機
付
き
ト
ラ
ク
タ
ー
で
公

道
走
行
す
る
場
合
は
ラ
ン
プ
類
や

反
射
板
を
設
置
す
る
。

　

ま
た
、
秋
か
ら
春
に
か
け
て
、

コ
ン
バ
イ
ン
や
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

に
付
着
し
た
土
が
道
路
に
落
ち
て

困
っ
て
い
ま
す
。

　

作
業
後
に
公
道
を
走
る
と
き

は
、
タ
イ
ヤ
や
キ
ャ
タ
ピ
ラ
等
に

付
着
し
た
土
な
ど
を
取
り
除
き
道

路
を
汚
さ
な
い
よ
う
、
ま
た
汚
れ

た
場
合
は
必
ず
道
路
を
清
掃
し
て

く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課　

農
林
水
産
係

☎
６
２
―
２
１
９
４

　
犬
の
飼
い
方
に
つ
い
て

　

犬
を
飼
う
場
合
は
、
飼
い
主
に

は
最
後
ま
で
面
倒
を
見
る
責
任
が

あ
り
ま
す
。
次
の
こ
と
を
守
り
、

他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
で
犬
を

飼
い
ま
し
ょ
う
。

①
犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

を
年
１
回
受
け
さ
せ
ま
し
ょ
う

▽
犬
（
生
後
91
日
齢
）
を
飼
う
場

合
、
狂
犬
病
予
防
法
に
基
づ
く
登

録
や
狂
犬
病
予
防
注
射
等
を
行
う

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
登
録
は
生
涯
１
回
で
す
。
鑑

札
と
注
射
済
票
を
首
輪
等
に
付
け

て
、
死
亡
時
に
は
、
死
亡
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
犬
の
放
し
飼
い
は
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
犬
を
放
す
こ
と
で
他
人

に
迷
惑
を
か
け
、
危
害
を
与
え
る

恐
れ
も
あ
り
ま
す
の
で
散
歩
の
際

「
ノ
ー
リ
ー
ド
」は
や
め
ま
し
ょ
う
。

③
環
境
美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う

「
ふ
ん
」
の
始
末
は
飼
い
主
の
義

務
で
す
。
公
共
の
場
所
や
他
人
の

土
地
、
建
物
を
汚
さ
な
い
よ
う
配

慮
し
て
く
だ
さ
い
。

④
不
妊
・
去
勢
は
繁
殖
制
限
の
基

本
で
す
。
適
切
に
管
理
す
る
こ
と

で
、
ス
ト
レ
ス
を
減
ら
し
、
問
題

行
動
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑤
犬
の
「
し
つ
け
」
を
し
ま
し
ょ
う

し
つ
け
は
無
駄
吠
え
や
咬
傷
予

防
、
災
害
時
の
対
応
に
も
役
立
ち

ま
す
。
日
頃
か
ら
し
つ
け
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

⑥
所
有
明
示
を
し
ま
し
ょ
う

災
害
時
や
逸
走
時
（
脱
走
時
）
に

飼
い
主
を
特
定
で
き
る
身
元
表
示

を
日
頃
か
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

福
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
相
双

支
所

☎
２
６
―
１
３
３
２

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

☎
６
２
―
２
１
１
６
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そ
う
ま
土
地
改
良
区

　
職
員
募
集

　

そ
う
ま
土
地
改
良
区
で
は
、
令

和
８
年
４
月
採
用
の
職
員
採
用
試

験
を
実
施
し
ま
す
。

採
用
職
種　
一
般
総
合
職

業
務
内
容　
農
業
用
水
調
整
、
施

設
の
維
持
管
理
業
務
、
書
類
作
成

経
理
事
務
等
の
業
務
全
般

採
用
予
定
人
数　
若
干
名

受
験
資
格　

平
成
13
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
高
等
学
校

以
上
を
卒
業
（
令
和
８
年
３
月
卒
業

見
込
み
の
方
を
含
む
）
し
、
新
地
町

内
ま
た
は
相
馬
市
内
に
居
住
し
（
予

定
居
住
者
を
含
む
）
通
勤
可
能
な
方

▽
第
１
次
試
験　
筆
記
試
験
（
適

正
、
性
格
診
断
検
査
）

日
時

11
月
９
日
㈰

場
所　
そ
う
ま
土
地
改
良
区
事
務

所
会
議
室

▽
第
２
次
試
験　
面
接
試
験
（
口

述
試
験
）
第
１
次
試
験
合
格
者
に

対
し
て
別
途
通
知
し
ま
す
。

申
込
用
紙　
そ
う
ま
土
地
改
良
区

事
務
局
総
務
課
に
て
交
付
し
ま
す
。

申
込
期
限

10
月
27
日
㈪

※
郵
送
の
場
合
、
期
限
内
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

そ
う
ま
土
地
改
良
区
事
務
局
総
務
課

（
相
馬
市
西
山
字
表
西
山
76
番
地
）

☎
３
５
―
３
４
６
２

　
相
馬
方
部
衛
生
組
合

　
職
員
募
集

　

相
馬
方
部
衛
生
組
合
で
は
、
令

和
８
年
４
月
採
用
の
相
馬
方
部
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
職
員（
医

療
職
）
採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

採
用
職
種
（
採
用
予
定
人
員
）

看
護
師
（
若
干
名
）

受
験
資
格

▽
昭
和
55
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方
で
看
護
師
の
資
格
を
有

す
る
方

▽
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を
有
す

る
方

▽
訪
問
看
護
の
職
務
経
験
を
有
す

る
方

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内

　

を
ご
確
認
下
さ
い
。

試
験
方
法　
論
文
試
験
、
面
接
試
験

日
時　

11
月
13
日
㈭　

9
時
〜
（
予
定
）

場
所　
相
馬
市
役
所
１
階
第
３
委

員
会
室
（
予
定
）

申
込
方
法　
試
験
申
込
書
等
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類

を
添
え
て
相
馬
方
部
衛
生
組
合
事

務
局
総
務
課
に
持
参
ま
た
は
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
受
験
案
内
お
よ
び
試
験
申
込
書

な
ど
は
、
相
馬
方
部
衛
生
組
合
事

務
局
ま
た
は
病
院
総
務
課
（
公
立

相
馬
総
合
病
院
３
階
）
で
交
付
す

る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
郵
送
に
よ
り
試
験
申
込
書
な
ど

を
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

に「
採
用
試
験
申
込
用
紙
請
求（
医

療
職
）」
と
朱
書
き
し
、
140
円
切

手
を
貼
付
し
た
宛
先
明
記
の
返
信

用
封
筒
（
角
形
２
号
）
を
必
ず
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
10
月
31
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
、
期
限
内
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

相
馬
方
部
衛
生
組
合
事
務
局
総
務
課

（
相
馬
市
中
村
字
北
町
63
番
地
の
３

相
馬
市
役
所
１
階
）

☎
３
５
―
４
１
２
４

　

相
馬
地
方
広
域
市
町
村

　
圏
組
合
職
員
募
集

　
（
二
次
募
集
）

　

相
馬
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

で
は
、
令
和
８
年
４
月
採
用
の
職
員

採
用
試
験
を
実
施
し
ま
す
。

採
用
職
種
（
採
用
予
定
人
員
）

一
般
行
政
職
（
１
名
程
度
）

受
験
資
格　
平
成
２
年
４
月
２
日

以
降
に
生
ま
れ
た
方
で
、
大
学
卒

業
ま
た
は
令
和
８
年
３
月
卒
業
見

込
み
の
方
（
短
大
は
除
く
）

▽
第
１
次
試
験　
教
養
試
験
（
大

学
卒
業
程
度
）、
性
格
特
性
検
査

日
時　
10
月
25
日
㈯

場
所　

相
馬
市
千
客
万
来
館

（
相
馬
市
中
村
字
北
町
55
―
１
）

▽
第
２
次
試
験

第
１
次
試
験
合

格
者
に
対
し
て
別
途
通
知
し
ま
す
。

申
込
用
紙　
組
合
事
務
局
に
て
交

付
す
る
ほ
か
、
組
合
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。

申
込
期
限　
10
月
10
日
㈮

※
郵
送
の
場
合
、
期
限
内
必
着

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

相
馬
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
事

務
局
総
務
課

（
相
馬
市
中
村
字
北
町
63
番
地
の
３

相
馬
市
役
所
３
階
）

☎
３
５
―
０
２
１
１

結核・呼吸器感染症予防週間
９月24日㈬～９月30日㈫

　昨年から新たに結核予防週間に呼吸器感染症が加わり、結核・呼吸器感染症予防週間となりました。
呼吸器感染症は結核、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、子どもに多い
RSウイルスや高齢者に多い肺炎球菌など、さまざまな感染症があります。
　秋から冬にかけての時期は、インフルエンザやRSウイルスなど、さまざまな呼吸器
感染症が流行しますので、この週間を機会に結核や呼吸器感染症を正しく知りましょう。
◎問い合わせ　保健センター（電話：６２－２０９６）

ホームページ
はこちらから

ホームページ
はこちらから

ホームページ
はこちらから

厚生労働省
ホームページ
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交通事故相談
　日時　10 月２日㈭　10 時～ 16 時　
　場所　役場１０１相談室
　◎問い合わせ　町民生活課　生活環境係

　　　　　（電話：６２－２１１６）

行政相談
　日時　10 月 10 日㈮
　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　保健センター
　◎問い合わせ　総務課　総務係

　　　　　（電話：６２－２１１１）

心配ごと相談
　日時　10 月１日㈬・10 日㈮・20 日㈪
　　　　９時 30 分～ 11 時 30 分
　場所　保健センター　
　◎問い合わせ　社会福祉協議会

　　　　　（電話：６２－４２１３）

無料法律相談所
　町では、「無料法律相談所」を開設します。
　相談を希望される方は予約をお願いします。

日　時　10 月 21 日㈫　14 時～ 16 時
場　所　役場 101 相談室
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
内　容　生活に関する悩みや、消費生活に関
　　　　すること

◎予約・問い合わせ　町民生活課　生活環境係
　　　　　　　　　　   （電話：６２－２１１６）

社会福祉協議会の『弁護士無料相談所』
　社会福祉協議会では、「弁護士無料相談所」を開設
します。相談を希望される方は予約をお願いします。
日時　10 月 10 日㈮　13 時～ 15 時
場所　保健センター
内容　法律に関する問題（相続・借金など）
担当弁護士　ブレインハート法律事務所　

　　　　　　相馬オフィス　髙橋 俊樹　弁護士
　　　　　　※都合により担当弁護士が変更にな　　　
　　　　　　　る場合があります。
◎予約・問い合わせ　社会福祉協議会
　　　　　　　　　　（電話：６２－４２１３）

農作物等被害対策によるイノシシ捕獲数

　
　町では、農作物等鳥獣被害対策として、イノシシの
捕獲活動を実施しています。有害鳥獣捕獲隊の活動に
ご理解ご協力をお願いします。
　また、事故防止のため、捕獲用の箱罠等には近づか
ないようにお願いします。

自家消費野菜等の放射性物質測定結果
８月測定なし

　町では、自家消費野菜等の放射性物質測定を行っ
ています。
　検査を希望される方は持込方法をご確認の上、予
約をお願いします。
持込方法　

・検査物は 500 ｇ以上必要です
・検査物を細かくする（５㎜以下のみじん切り）
◎予約・問い合わせ　産業振興課　農林水産係

　　　　　　　　　（電話：６２ー２１９４）

休日在宅当番歯科医
 
５日㈰　   渡辺病院（歯科）

（新地町）　☎６３- ２１４１
 12 日㈰　森岡歯科医院

（原町区）    ☎２４- ０８１４
 13 日㈪　篠山歯科医院

（相馬市）　☎３６- １６２２
 19 日㈰　山田歯科医院

（原町区）    ☎２３- ２７０９
 26 日㈰     黒沢歯科医院

（相馬市）　☎３６- １４１４

   診療時間　９時～ 16 時

10 月

休日在宅当番医

 ５日㈰　  すぎやまこどもクリニック
（相馬市）　☎２６- ５１１１

 12 日㈰　やまぐち小児科医院
（相馬市）　☎３７- ８８１５

 13 日㈪　桜ヶ丘さいとう整形外科
（相馬市）　☎３５- １３３３

 19 日㈰　菅野医院
（新地町）　☎６３- ２３８８

 26 日㈰　大石医院
（相馬市）　☎３５- ３４５１

  
   診療時間　９時～ 16 時

捕獲数（頭）
８月捕獲数 ８

令和７年度累計捕獲数 59


